
 

  
その他社会性（W） 算出方法の変更 

令和5年8月14日以降の審査基準日から適用  

   

 令和5年8月14日以降の審査基準日より、その他社会性の評点算出方法が変更になります。これによ

り、総合評点（P）に換算した場合の数値が低くなります。 

    例：令和5年8月13日までの審査基準日 Wの項目で10点 → Pでは14点 

      令和5年8月14日以降の審査基準日 Wの項目で10点 → Pでは13点 

 その他社会性の点数を維持する為、下記新設された項目が加点対象となるように取り組みましょう。 

  W1－９  ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況 

  W1－10  建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況    

<令和5年8月13日までの審査基準日> 

 評点W＝（W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8）×（1,900/200）最高点2,061点（P：309点） 

                                

＜令和5年8月14日以降の審査基準日＞          ↓ 

 評点W＝（W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8）×（1,750/200）最高点2,073点（P：311点） 


